
N-100 Series紹介動画 クッション大解剖動画 

★人毛100％でパーマ・カラーが自由自在★　

～ピン無しウィッグ登場～

★人気の3サイズをご用意★　
★つむじ・分け目・ボリュームアップに最適★　

★着けてる感じがしない軽量感★　
★高品質なのに嬉しいお手頃価格★　

おくやみおくやみ（９月15日まで）
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令和３年10月号

理
事
会
中
止　

ネ
ッ
ト
構
築
視
野
に

賦
課
金
の
徴
収
方
法
検
討

着
付
検
定
実
技
中
止

感染に注意

　

一
般
社
団
法
人
全
日
本
着

付
け
技
能
セ
ン
タ
ー
で
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
て
、

９
月
か
ら
12
月
ま
で
の
全
日

程
の
着
付
け
職
種
技
能
検
定

実
技
試
験
を
中
止
し
ま
し
た
。

思
わ
れ
、
こ
の
問
題
は
10
月

の
支
部
長
会
に
お
い
て
十
分

な
時
間
を
か
け
て
討
議
し
、

理
事
会
に
諮
り
た
い
。

　

▽
第
４
号
議
案「
そ
の
他
」

で
は
、
①
来
た
る
衆
議
院
選

挙
に
は
組
織
と
し
て
全
美
連

を
通
じ
て
推
薦
書
を
出
し
、

ブ
ロ
ッ
ク
及
び
支
部
に
お
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
の
判

断
に
よ
り
対
応
し
て
頂
く
。

　

ま
た
、
規
制
改
革
推
進
会

議
（
内
閣
府
）
に
お
い
て
検

討
さ
れ
た
国
家
試
験
、
美
容

師
の
働
き
方
問
題
に
関
し
て

は
、
今
後
も
引
き
続
き
検
討

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

な
お
、
10
月
26
日
の
支
部

長
会
は
横
浜
市
開
港
記
念
会

館
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

景
に
は
、
組
合
員
の
高
齢
化

や
業
界
の
経
済
問
題
も
関
係

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
支
部
役
員
の
負
担
を
軽

減
す
る
と
同
時
に
、
徴
収
方

法
の
改
革
に
よ
り
安
定
し
た

組
合
運
営
が
出
来
る
も
の
と

考
え
る
。

　

▽
第
３
号
議
案　

理
事
・

監
事
・
支
部
長
間
の
ネ
ッ
ト

構
築
は
、
現
在
、
３
者
間
に

お
い
て
は
完
了
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し

そ
の
先
の
支
部
員
と
の
間
に

は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と

る
Ｋ
Ｂ
Ｋ
の
提
案
理
由
は
次

の
通
り
で
す
。

　

▽
第
１
号
議
案　

長
年
、

組
合
費
を
「
賦
課
金
」
と
呼

称
し
て
来
ま
し
た
が
、
時
代

に
即
応
し
な
い
と
の
意
見
が

多
数
あ
り
検
討
。
定
款
64
条

に
は
「
組
合
員
に
対
し
組
合

費
を
賦
課
す
る
」
と
あ
り
、

賦
課
金
を
「
組
合
費
」
に
統

一
し
た
い
。

　

▽
第
２
号
議
案　

賦
課
金

（
組
合
費
）
の
徴
収
に
関
し

現
在
、
多
く
の
問
題
が
生
じ

て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
の
背

　

Ｋ
Ｂ
Ｋ
で
は
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
る
緊
急
事
態
宣
言
が
９
月

末
ま
で
延
長
さ
れ
た
た
め
、

同
月
21
日
に
開
催
を
予
定
し

て
い
た
第
３
回
定
例
理
事
会

を
中
止
。

　

改
め
て
10
月
26
日
の
支
部

長
会
を
経
て
、
11
月
に
開
催

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
11

月
理
事
会
に
お
け
る
審
議
事

項
は
、

▽
第
１
号
議
案
「
賦
課
金

の
呼
称
変
更
に
関
し
て
」

▽
第
２
号
議
案
「
賦
課
金

の
徴
収
方
法
に
関
し
て
」

▽
第
３
号
議
案
「
理
事
・

監
事
・
支
部
長
間
の
ネ
ッ

ト
構
築
に
関
し
て
」

▽
第
４
号
議
案「
そ
の
他
」

（
①
衆
議
院
選
挙
に
関
し

て
②
美
容
師
制
度
・
美
容

師
の
働
き
方
問
題
等
に
つ

い
て
）

　

以
上
の
上
程
議
案
に
対
す

政
府
は
９
月
30
日
を
も
っ
て
、
緊

急
事
態
宣
言
を
解
除
し
ま
し
た

が
、
引
き
続
き
３
密
を
守
り
、
マ

ス
ク
着
用
・
手
洗
い
を
励
行
し
ま

し
ょ
う
。

ＮＥＸＴ倶楽部

　今回は、「ＮＥＸＴって何してんの」という
内容の問い合わせをいただきましたので活動
の一部を紹介します。
　基本的には個人事業では大変な福利厚生…
バーベキューや運動会、小旅行等。あるいは
自店だけでは行えないイベント・商材の検証、
知識や情報の共有等。集団の力による成長や
普段の営業の助力になる事を目的とした活動
を行っています。傍らＫＢＫの盛り上げ部隊、
および組合の向上のため全国や関東の青年部
との交流なども行っています。
　加えて主に月１回の定例会で話し合われた
ものを具体化し企画としています。では今回
その一例をご覧下さい。
〔企画案〕
　店舗の仕様や内装、実技披露などの配信・
営業での鉄板トークの紹介・外部講習会への
集団参加・年末商戦に向けた顧客の囲い込み
や、新規客への対策・各店舗で扱う商品の紹介。
　ここからふるいにかけ、煮詰めて形にして
いくという流れです。メンバーの主体性を尊
重し、上がった案が後に日の目を見る事も。
　今は全てオンラインや各自で出来る事の範
囲内、対面で出来る事の利便性や柔軟性には
ほど遠いのですが、毎回こういった案に対す
る意見の交換や、その意見が実現しています。
　気になるものはありましたでしょうか？候
補を絞って今後開催に繋げて行く予定です。
これについて知りたい、参加したいというも
のがありましたら、遠慮なくお問い合わせ下
さい。
　ＮＥＸＴ各イベントにおいては、そのつど
組合員の皆様へ参加を募る場合もあります。
その際はふるってご参加頂き、ご自身や店舗
に持ち帰り、日々の営業に還元して欲しいと
思い活動を続けています。 （梶原）

活動の一部を紹介

KBKの主な事業KBKの主な事業
（８月）
▽23日（月）　全国大会
打ち合わせ（タカラ
ベルモント（株））

（９月）
▽６日（月）　県生衛営
業経営特別相談員等
研修会（かながわ労
働プラザ）
▽14日（火）　生衛業経

営セミナー（ホテル
キャメロットジャパ
ン）

▽川崎高津支部　武藤登志江様
（組合員）

▽港北支部　須永有佳里（髪処 縁）
組合加入組合加入（９月15日まで）

10月１日現在組合員1536名
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「このチラシは団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明」
をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。」 

ＫＢＫ団体総合生活保険
(所得補償・がん補償、介護補償、個人賠償 )

QRｺｰﾄﾞから

病気やケガで働けなくなったら…
新型コロナウイルス感染症も心配です。
神奈川県美容業生活衛生同業組合の団体保険は、
組合員とそのご家族、従業員とそのご家族が加入できます。

引受保険会社

自
衛
隊
員
と
家
族
優
待

指
導
セ
ン
タ
ー
で
相
談
表
受
付

コ
ロ
ナ
で
生
衛
業
に
特
別
貸
付（
12
月
ま
で
）

※ 全国生活衛生同業組合中央会を通して専門家（行政書士）の
申請サポートが受けられます。

　詳細はＫＢＫ事務局までお問い合わせ下さい。
　（サポート受付けは11月15日までです）

※
詳
細
は
Ｋ
Ｂ
Ｋ
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い

大
和

た
人
に
、
サ
ロ
ン
独
自
に

決
め
た「
優
待
サ
ー
ビ
ス
」

を
提
供
す
る

③
「
家
族
証
」
は
厚
木
航

空
基
地
の
約
１
７
０
０
名

に
発
行
さ
れ
て
い
る

④
協
力
登
録
店
は
家
族
向

け
の
専
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト

に
掲
載
さ
れ
る

　

な
お
、
登
録
し
た
サ
ロ
ン

に
は
、
後
日
、
海
上
自
衛
隊

か
ら
連
絡
さ
れ
ま
す
。

談
表
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
指
導
セ
ン
タ
ー
宛
に
Ｆ

Ａ
Ｘ
。

　

※
相
談
表
は
、
７
月
メ
ー

ル
便
に
同
封
済
で
す
。又
は
、

Ｋ
Ｂ
Ｋ
事
務
局
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

▽
経
営
改
善
資
金
特
別
貸

付
の
拡
充
（
売
上
５
％
以

上
減
少
で
従
業
員
５
人
以

下
）、
運
転
・
設
備
資
金

別
枠
１
０
０
０
万
円
、
利

率
当
初
３
年
間
０
・
31
％

（
同
利
子
補
給
あ
り
）
３

年
経
過
後
１
・
21
％
、
設

備
10
年
以
内
据
置
４
年
以

内
、
運
転
７
年
以
内
据
置

３
年
以
内
。

　

大
和
支
部
で
は
、
海
上
自

衛
隊
厚
木
基
地
か
ら
の
要
望

に
よ
り
、
海
上
自
衛
隊
員
お

よ
び
そ
の
家
族
に
優
待
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
で
き
る
周
辺
の

登
録
店
を
募
集
し
ま
し
た
。

内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

①
対
象
は
海
上
自
衛
隊
員

お
よ
び
そ
の
家
族
で
、
自

衛
隊
が
発
行
す
る
「
家
族

証
」
提
示
す
る
人

②
「
家
族
証
」
を
提
示
し

　
　

公
益
財
団
法
人
・
神
奈

川
県
生
活
衛
生
指
導
セ
ン
タ

ー
で
は
、「
雇
用
調
整
助
成

金
」
に
か
か
る
相
談
表
を
、

12
月
30
日
（
木
）
ま
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

相
談
希
望
の
組
合
員
は
相

　

日
本
政
策
金
融
公
庫
の
コ

ロ
ナ
感
染
症
特
別
貸
付

▽
特
別
貸
付
（
売
上
５
％

以
上
減
少
）、
運
転
・
設

備
資
金
別
枠
８
０
０
０
万

円
、利
率
当
初
３
年
間
０
・

31
％
（
要
件
に
該
当
す
れ

ば
利
子
補
給
あ
り
）
３
年

経
過
後
１
・
21
％
、
設
備

20
年
以
内
・
運
転
15
年
以

内
、
据
置
５
年
以
内

美容業への
支援策各種

※「対象措置」とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置のこ
とを指します。

※「対象措置の影響を受けた飲食店」とは、「対象措置に伴い要請
を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店」及び「対象措
置の影響に伴う外出自粛等の影響を受けた飲食店」を指します。

※「反復継続した取引」とは、2019年の対象月同月及び2020年の対
象月同月のそれぞれの期間において複数回の取引を行っている
ことを指します。また、「継続した取引」とは、毎日複数回の取引が
あることを指します。

恐れ入りますが、
給付対象外の
可能性があります

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

個人事業者・
法人のお客様

反復継続した
取引

行っていますか？

と を

対象措置の影響を
受けた飲食店

反復継続した取引

あなたは、
対象措置が実施された

都道府県の

行っていますか？

と

を

ここからスタート！

対象措置が実施された都道府県の

行っていますか？
と を消費者 継続した取引

そのお客様は、
対象措置が実施された都道府県の

行っていますか？

と を消費者 継続した取引

(あなたのお客様は消費者と)
他社経由で
取引している

(あなたのお客様は消費者と)
直接取引している

月 次 支 援 金 給付対象 保存書類・ 早わかりガイドの
「自分が給付対象か分からない」「どんな保存書類を準備すればいいか分からない」

というお悩みをお持ちの方は、以下の手順で簡易的にご確認いただけます。

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい
直接取引している

他社経由で
取引している

はい

はい

50
％
以
上
減
少

はい

あなたの　　　　は
どこですか？

所在地

対象措置が実施された
都道府県内

対象措置が実施された
都道府県以外

あなたの　　　　は
どこですか？

所在地

対象措置が実施された
都道府県内

対象措置が実施された
都道府県以外

そ
の
月
の
対
象
措
置
の
影
響
を
受
け
て
、　
　
　
　
　
　
し
た
月
が
あ
り
ま
す
か
？

月
間
の
売
上

２
０
２
１
年
の
４
月
以
降
、事
業
者
全
体
の　
　
　
　
　

が
、２
０
１
９
年
ま
た
は
２
０
２
０
年
の
同
月
の
売
上
と
比
べ
て

対象措置が実施された
都道府県以外で

特に外出自粛等の影響を
受けている地域

あなたは

ですか？
旅行関連事業者 

給
付
対
象
に
な
り
得
ま
す


